
 

＜＜２２００２２００年年度度のの主主なな変変更更点点＞＞  

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

名称の変更  率専従  エフォート専従 

委託業務に係る用

語集 

連名契約 

Ｐ．3 複数の法人が連帯してＮＥＤＯとの間

で委託契約を締結する契約をいいま

す。連名委託先間では、各々の役割が

明確化されていることが必要です。 

Ｐ．3 複数の法人が連帯して、ＮＥＤＯとの間で委

託契約を締結（複数の法人とＮＥＤＯで一つ

の契約書）する契約をいいます。連名委託先

間では、各々の役割が明確化されていること

が必要です。 

Ⅰ． 委託業務の

概要 

５．委託業務の適

正な実施 

＜ＮＥＤＯ事業の

経理処理 ５つの

原則＞ 

Ｐ．19 ③ 当該研究費は、他の研究費と混同

して使用しないでください。 

複数の研究費を混同して使用しない

でください。なお、同一のテーマについ

て、公的資金の重複受給はできませ

ん。 

Ｐ．19 ③ 当該研究費は、他の研究費と混同して使

用しないでください。 

複数の研究費を混同して使用しないでくだ

さい（大学・国研等が共用設備を合算購入す

る場合を除く）。なお、同一のテーマについ

て、公的資金の重複受給はできません。 

Ⅱ.  契約に関す

る事務手続 

１．新規事業に係る

手続の流れ 

（２）全体の流れ 

Ｐ．23 ①提出書類一式（各 1 部） 

＜追加＞ 

Ｐ．23 ① 主な提出書類 （各１部） 

ウ．エフォート証明書（エフォート専従者がい

る場合） 

Ⅱ.  契約に関す

る事務手続 

２．実施計画書の

作成 

（２）実施計画書に

ついて 

Ｐ．24 ＜追加＞ Ｐ．24 さらに、若手研究者による自発的な研究活動

等を実施する場合は、当該自発的な研究活

動等の内容を事業内容に記載してください。 

Ⅱ.  契約に関す

る事務手続 

２．実施計画書の

作成 

４．知的財産権 

Ｐ．28 ＜追加＞ Ｐ．28 ４．知的財産権およびデータマネジメント 

（３）ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネジ

メントに係る基本方針（ＮＥＤＯデータ方針）に

関する事項 

ＮＥＤＯデータ方針に記載された「知財運営

委員会（または同機能）」を整備し、「データの

取扱いに関する合意書」を原則としてＮＥＤＯ

との契約締結までに、ＮＥＤＯとも相談のうえ

作成する。 

Ⅱ.  契約に関す

る事務手続 

４．継続事業に係る

手続の流れ 

Ｐ．38 （２）継続申請書により、新たな契約を

締結する場合 

 ＜削除＞ 

Ⅱ.  契約に関す

る事務手続 

５．関係書類の提

出 

（１）提出文書の記

名押印者 

Ｐ．39 提出文書 

③ 振込指定口座番号登録申請書 

 ＜削除＞ 

Ⅱ.  契約に関す

る事務手続 

６．業務委託費積

算基準（大学等用） 

Ⅲ．再委託費・共

同実施費 

Ｐ．43 当該経費の算定に当たっては，上記Ⅰ

からⅡに定める項目又は甲が別に定め

る積算基準の項目に準じて行う。 

Ｐ．43 なお、当該経費の算定に当たっては、甲の積

算基準に準じて行う。ただし、日本国の国公

立研究機関及び国立研究開発法人等並びに

大学等又はこれに準ずる機関に再委託又は

共同実施する場合にあっては、当該機関の受

託研究に関する規則等によることができるもの

とする。 

 

＜＜書書式式参参考考例例一一覧覧＞＞  

書式Ⅱ－１ 実施計画書送付状 ······································································································································ ４８ 

書式Ⅱ－４ 変更手続等における使用印届出書 ········································································································· ４９ 

 

書式Ⅲ－１ 委託業務実施計画変更（申請・届出）書 ································································································· ５９ 

書式Ⅲ－２ （委託・共同研究）業務実施計画変更申請の承認について······························································· ６０ 

書式Ⅲ－３ 業務委託変更契約書 ·································································································································· ６１ 

書式Ⅲ－４ 権利義務承継承認申請書 ························································································································· ６２ 

書式Ⅲ－５ 権利義務承継同意書 ·································································································································· ６３ 

書式Ⅲ－６ 代表者等の変更通知書 ······························································································································ ６４ 

 

書式Ⅳ－１ 選定理由書···················································································································································· ７６ 

 

書式Ⅴ－１ 合算購入調書 ··············································································································································· ８０ 

 

書式Ⅵ－１ 委託業務従事日誌 ······································································································································ ９７ 

書式Ⅵ－２ 自発的な研究活動等従事状況管理表 ··································································································· ９９ 

書式Ⅵ－３ 専従証明書·················································································································································· １００ 

書式Ⅵ－４ エフォート証明書 ········································································································································ １０１ 

書式Ⅵ－５ 委託業務従事月報 ···································································································································· １０２ 

書式Ⅵ－６ 人件費算定表 ············································································································································· １０３ 

書式Ⅵ－７ 労務費積算書 ············································································································································· １０４ 

 

書式Ⅷ－１ 専用使用証明書 ········································································································································· １１８ 

 

書式Ⅸ－１ 間接経費率確認書 ···································································································································· １２４ 

 

書式Ⅹ－１ 決算報告書·················································································································································· １２８ 

書式Ⅹ－２ 収支決算書·················································································································································· １２９ 

 

書式ⅩⅠ－１ 委託業務（実績・中間実績）報告書 ········································································································ １３５ 

書式ⅩⅠ－２ 自主点検リスト ············································································································································· １３８ 

書式ⅩⅠ－３ 月別項目別明細表 ···································································································································· １４６ 

書式ⅩⅠ－４ 支出簿 ·························································································································································· １４７ 

 

書式ⅩⅡ－１ 概算払申込書 ············································································································································· １５７ 

書式ⅩⅡ－２ 支払請求書（運営費交付金を財源とする事業用） ·············································································· １５８ 

書式ⅩⅡ－３ 支払請求書（国庫補助金を財源とする事業用） ·················································································· １６２ 

書式ⅩⅡ－４ 振込指定口座番号登録申請書 ·············································································································· １６３ 

書式ⅩⅡ－５ 事業進捗状況報告書 ································································································································ １６４ 

 

書式ⅩⅢ－１ 産業財産権出願通知書 ··························································································································· １７１ 

書式ⅩⅢ－２ 産業財産権等出願後状況通知書 ·········································································································· １７３ 

書式ⅩⅢ－３ 知的財産権移転通知書 ··························································································································· １７５ 

書式ⅩⅢ－４ 知的財産権利用届出書 ··························································································································· １７７ 

 

－ v －



 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

２．経費計上の注

意点 

（１）経費計上基準 

Ｐ．66 「検収ベース」とは、検収後に物品又は

役務に対する正当な請求書を受領し、

支払債務が確定した時点で経費計上

することをいいます。 

一般的に物品の納入、役務の履行及

び検収だけでは、支払債務は確定しま

せんが、委託先の規程等により、請求

書の受領に代えて、納品書の受領と支

払書の発行をもって支払債務が確定す

る場合は、その時点での検収ベースの

経費計上が可能になります。 

Ｐ．67 「検収ベース」とは、支払債務が確定した時点

で経費計上することをいいます。見積書や注

文請書等により金額が確認できる場合であっ

て、物品の納入や役務の履行等について検

収行為を行うことによって支払債務が確定し、

検収ベースの経費計上が可能となります。 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

３．経理処理に当

たっての注意点 

 

 ＜追加＞ Ｐ．71 （４）海外の付加価値税（ＶＡＴ）について 

海外の事業等においてＶＡＴを支払い、直

接経費に計上した場合において、ＶＡＴの還

付を受けられた際は、還付手続きに要した経

費を差し引いた残余金額をＮＥＤＯへ返納し

ていただきますので、速やかにプロジェクト担

当部にご連絡ください。 

なお、購入に要した費用および製作に要し

た経費については、個々の費用によって、課

税、不課税に分かれる可能性がありますの

で、都度ご相談ください。 

 

（５）委託業務の遂行により生じる副生物につ

いて 

委託業務を遂行する中で、電気、熱・冷

熱、液化油、化学製品、金属等の有価物が副

生物として発生する場合、①委託先からＮＥＤ

Ｏへの申出、②ＮＥＤＯから委託先へ副生物

の処分方法の指示、③委託先からＮＥＤＯへ

処分後の報告、④ＮＥＤＯから委託先へ処分

収入の納付請求 の手順を経て、ＮＥＤＯへ

納付することになります。 

なお、副生物の種類や内容に応じて、必要な

手続きが異なることから、まずはプロジェクト担

当部にご相談ください。 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

３．経理処理に当

たっての注意点 

（６）小数点以下の

端数処理方法 

Ｐ．71 ＜追加＞ Ｐ．71 金額、単価等 端数処理 

④共用設備の合算

購入 

負担額が大きい競

争的研究費への計

上を基本とします 

 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

選定理由書 

P.75 ５．業者選定理由及び価格の妥当性

（相見積を行う場合は記載不要） 

Ｐ．76 ５．業者選定理由及び価格の妥当性（機種選

定理由書の場合で、当該特定製品の相見積

を行う際は記載不要） 

Ⅴ．物品費につい

て 

（１） 設備備品費 

 ＜追加＞ Ｐ．78 ＜⑤複数の競争的研究費による「共用設備」

の購入に関する留意点を追加＞ 

Ⅴ．物品費につい

て 

 

 ＜新規＞ Ｐ．80 合算購入調書 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

１．契約変更の種

別 

Ｐ．52 契約内容に「重要な変更」がある場合 

① 委託期間を変更する時 

② 契約金額を変更する時（国の予算

節約による減額変更の場合及び消費

税率の変更に伴う契約金額変更の場

合を除く） 

③ 仕様書に定められた開発の目的を

変更する時 

Ｐ．52 契約内容に「重要な変更」がある場合 

① 契約金額を変更する時（消費税率の変更

に伴う契約金額変更の場合を除く） 

② 委託期間を変更する時 

③ 実施計画書に定められた委託業務の目

的を変更する時 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

１．契約変更の種

別 

Ｐ．52 実施計画に「主要な変更」がある場合 

③ 国の予算節約による減額変更を行

う時 

⑧ 企業間の合併・買収及び統廃合、

分社化等の会社再編により、権利義務

の承継・移転が発生する時 

⑨ 連名契約（複数の法人とＮＥＤＯで

の一つの契約）を締結している事業者

間で金額の流用を行う時（契約総額が

変わらない場合） 

Ｐ．52 実施計画に「主要な変更」がある場合 

③＜削除＞ 

 

⑧＜削除＞ 

 

 

⑦連名契約（複数の法人とＮＥＤＯで一つの

契約書）を締結している事業者間で金額の流

用をする時（契約総額が変わらない場合） 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

１．契約変更の種

別 

Ｐ．52 実施計画に「軽微な変更」がある場合 

① 再委託先・共同実施先の契約金額

又は研究分担先、分室の計画金額を

変更する時 

④率専従者に変更がある時又は率専

従者の申告従事率に変更がある時 

Ｐ．52 実施計画に「軽微な変更」がある場合 

① 契約金額の総額は変更せず、 再委託

先・共同実施先の契約金額または研究分担

先、分室の計画金額を変更する時 

④ 登録研究員（再委託先等を含む）の労務

費の計上方法（研究員の区分）を変更する時

（新たに自発的な研究活動等を実施する時を

含む） 

⑤エフォート専従者のエフォートを変更する時 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

５．複数年度契約

における限度額変

更手続 

（２）増額変更につ

いて 

Ｐ．56 ①イ．ＮＥＤＯから変更仕様書を提示→

委託先・ＮＥＤＯ間での実施計画書の

協議・変更→ＮＥＤＯから「変更契約

書」の提示→変更契約の締結 

 ＜削除＞ 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

８．事業化計画の

変更 

 ＜新規＞ Ｐ．58 ８．事業化計画の変更 

 

委託先において著しい環境変化や体制変更

が予定され、委託先選定時または選定後に

提出した「事業化計画」を変更する場合は、速

やかにその変更内容をＮＥＤＯプロジェクト担

当部に説明してください。説明に際しては、当

該委託事業の研究成果が、国内生産・雇用、

輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘

発効果、国民の利便性向上等を通じて、我が

国の経済活性化の実現にどのように資するか

という観点を踏まえて説明していただきます。

なお、必要に応じて、ＮＥＤＯプロジェクト担当

部から改善を求める場合があります。 

また、事業承継を伴う場合は、別途、「７．委託

業務の承継手続」が必要となります。 

－ vi －



 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

２．経費計上の注

意点 

（１）経費計上基準 

Ｐ．66 「検収ベース」とは、検収後に物品又は

役務に対する正当な請求書を受領し、

支払債務が確定した時点で経費計上

することをいいます。 

一般的に物品の納入、役務の履行及

び検収だけでは、支払債務は確定しま

せんが、委託先の規程等により、請求

書の受領に代えて、納品書の受領と支

払書の発行をもって支払債務が確定す

る場合は、その時点での検収ベースの

経費計上が可能になります。 

Ｐ．67 「検収ベース」とは、支払債務が確定した時点

で経費計上することをいいます。見積書や注

文請書等により金額が確認できる場合であっ

て、物品の納入や役務の履行等について検

収行為を行うことによって支払債務が確定し、

検収ベースの経費計上が可能となります。 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

３．経理処理に当

たっての注意点 

 

 ＜追加＞ Ｐ．71 （４）海外の付加価値税（ＶＡＴ）について 

海外の事業等においてＶＡＴを支払い、直

接経費に計上した場合において、ＶＡＴの還

付を受けられた際は、還付手続きに要した経

費を差し引いた残余金額をＮＥＤＯへ返納し

ていただきますので、速やかにプロジェクト担

当部にご連絡ください。 

なお、購入に要した費用および製作に要し

た経費については、個々の費用によって、課

税、不課税に分かれる可能性がありますの

で、都度ご相談ください。 

 

（５）委託業務の遂行により生じる副生物につ

いて 

委託業務を遂行する中で、電気、熱・冷

熱、液化油、化学製品、金属等の有価物が副

生物として発生する場合、①委託先からＮＥＤ

Ｏへの申出、②ＮＥＤＯから委託先へ副生物

の処分方法の指示、③委託先からＮＥＤＯへ

処分後の報告、④ＮＥＤＯから委託先へ処分

収入の納付請求 の手順を経て、ＮＥＤＯへ

納付することになります。 

なお、副生物の種類や内容に応じて、必要な

手続きが異なることから、まずはプロジェクト担

当部にご相談ください。 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

３．経理処理に当

たっての注意点 

（６）小数点以下の

端数処理方法 

Ｐ．71 ＜追加＞ Ｐ．71 金額、単価等 端数処理 

④共用設備の合算

購入 

負担額が大きい競

争的研究費への計

上を基本とします 
 

Ⅳ. 経理処理につ

いて 

選定理由書 

P.75 ５．業者選定理由及び価格の妥当性

（相見積を行う場合は記載不要） 

Ｐ．76 ５．業者選定理由及び価格の妥当性（機種選

定理由書の場合で、当該特定製品の相見積

を行う際は記載不要） 

Ⅴ．物品費につい

て 

（１） 設備備品費 

 ＜追加＞ Ｐ．78 ＜⑤複数の競争的研究費による「共用設備」

の購入に関する留意点を追加＞ 

Ⅴ．物品費につい

て 

 

 ＜新規＞ Ｐ．80 合算購入調書 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

１．契約変更の種

別 

Ｐ．52 契約内容に「重要な変更」がある場合 

① 委託期間を変更する時 

② 契約金額を変更する時（国の予算

節約による減額変更の場合及び消費

税率の変更に伴う契約金額変更の場

合を除く） 

③ 仕様書に定められた開発の目的を

変更する時 

Ｐ．52 契約内容に「重要な変更」がある場合 

① 契約金額を変更する時（消費税率の変更

に伴う契約金額変更の場合を除く） 

② 委託期間を変更する時 

③ 実施計画書に定められた委託業務の目

的を変更する時 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

１．契約変更の種

別 

Ｐ．52 実施計画に「主要な変更」がある場合 

③ 国の予算節約による減額変更を行

う時 

⑧ 企業間の合併・買収及び統廃合、

分社化等の会社再編により、権利義務

の承継・移転が発生する時 

⑨ 連名契約（複数の法人とＮＥＤＯで

の一つの契約）を締結している事業者

間で金額の流用を行う時（契約総額が

変わらない場合） 

Ｐ．52 実施計画に「主要な変更」がある場合 

③＜削除＞ 

 

⑧＜削除＞ 

 

 

⑦連名契約（複数の法人とＮＥＤＯで一つの

契約書）を締結している事業者間で金額の流

用をする時（契約総額が変わらない場合） 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

１．契約変更の種

別 

Ｐ．52 実施計画に「軽微な変更」がある場合 

① 再委託先・共同実施先の契約金額

又は研究分担先、分室の計画金額を

変更する時 

④率専従者に変更がある時又は率専

従者の申告従事率に変更がある時 

Ｐ．52 実施計画に「軽微な変更」がある場合 

① 契約金額の総額は変更せず、 再委託

先・共同実施先の契約金額または研究分担

先、分室の計画金額を変更する時 

④ 登録研究員（再委託先等を含む）の労務

費の計上方法（研究員の区分）を変更する時

（新たに自発的な研究活動等を実施する時を

含む） 

⑤エフォート専従者のエフォートを変更する時 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

５．複数年度契約

における限度額変

更手続 

（２）増額変更につ

いて 

Ｐ．56 ①イ．ＮＥＤＯから変更仕様書を提示→

委託先・ＮＥＤＯ間での実施計画書の

協議・変更→ＮＥＤＯから「変更契約

書」の提示→変更契約の締結 

 ＜削除＞ 

Ⅲ.  契約変更に

関する事務手続 

８．事業化計画の

変更 

 ＜新規＞ Ｐ．58 ８．事業化計画の変更 

 

委託先において著しい環境変化や体制変更

が予定され、委託先選定時または選定後に

提出した「事業化計画」を変更する場合は、速

やかにその変更内容をＮＥＤＯプロジェクト担

当部に説明してください。説明に際しては、当

該委託事業の研究成果が、国内生産・雇用、

輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘

発効果、国民の利便性向上等を通じて、我が

国の経済活性化の実現にどのように資するか

という観点を踏まえて説明していただきます。

なお、必要に応じて、ＮＥＤＯプロジェクト担当

部から改善を求める場合があります。 

また、事業承継を伴う場合は、別途、「７．委託

業務の承継手続」が必要となります。 
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変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

（２）委託期間の半

年以上継続して申

告したエフォートに

て当該ＮＥＤＯ事

業に従事する研究

員＜エフォート専

従者＞ 

P.85 ・従事率は１０％～１００％までの１０％

刻みの１０段階とします（１０％未満切

捨）。 

Ｐ．86 ・エフォートは、５％～１００％までの５％刻み

の２０段階とします（５％未満切捨）。 

 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

（４）学生研究員 

Ｐ.87 イ．時間単価適用者であること（率専従

者等として研究員登録はできません） 

Ｐ．88 イ．NEDO への人件費請求は時間単位とする

こと（前記（１）～（３）としての研究員登録はで

きません） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

３．人件費の計上

方法 

（５） 出向者の人

件費（当月支給額）

上限額の考え方に

ついて 

P.90 ＜追加＞ Ｐ．91 ※2 月給額算定時に賞与を加算している場

合は、出向元給与証明書に月ごとに加算して

いる賞与額、あるいは賞与支給月の賞与額が

わかるように明示してください。 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

４．委託業務従事

日誌 

Ｐ.92 ＜追加＞ Ｐ．93 ⑩ テレワークにより従事した日は、 「具体的

な研究内容」欄にテレワークであることを明記

してください。週単位で記載している場合は、

該当日が分かるように記載してください。月報

の場合は、テレワークにより行った作業内容

等を記載してください。 

⑪ 自発的な研究活動等を行う若手研究者

は、時間単価適用者は「委託業務従事日誌」

書式Ⅵ－１、エフォート専従者は「委託業務

従事月報」書式Ⅵ－５に自発的な研究活動

等の実績も含めた研究内容を記載してくださ

い。なお、時間単価適用者は、①自発的な研

究活動等を含めた委託業務従事日誌、②自

発的な研究活動等のみの委託業務従事日

誌、③自発的な研究活動等従事状況管理表

書式 VI-２を作成してください。また、③管理

表により、自発的な研究活動等の比率が、承

認時のエフォートおよび上限値２０％を超えな

いよう管理してください。 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

５．人件費の適正

な計上について 

Ｐ．93 ＜追加＞ Ｐ．95 （３）＜照合する書類の例＞ 

委託業務従事日誌 

⑤ テレワークに関する規程類、法人内手続き

に要する書類（例：申請書、承認書、報告書

等）（テレワーク従事者がいる場合） 

⑥ 自発的な研究活動等従事状況管理表（当

該若手研究員が時間単価により自発的な研

究活動等に従事する場合） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

 

 ＜新規＞ Ｐ．99 ＜自発的な研究活動等従事状況管理表＞ 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅵ.  人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（１）研究員費として

計上する経費 

P.82 ①委託業務に直接従事した時間分の

みを人件費として計上できます。当該

委託事業に係る事務作業（プロジェクト

担当部との事務的な打ち合わせ、経理

書類の作成事務、ＮＥＤＯへの提出書

類作成事務等）は計上できません。 

Ｐ．82 ①「委託業務に直接従事した時間分」につい

てのみ、人件費として計上することができま

す。当該委託事業に係る事務作業（プロジェ

クト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書

類の作成事務、成果報告書および中間年報

を除くＮＥＤＯへの提出書類作成事務等）に

ついては計上できません。 

Ⅵ.  人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（１）研究員費として

計上する経費 

P.82 ＜追加＞ Ｐ．82 ②以下の基準すべてに合致すれば、「テレワ

ーク」による従事時間も労務費として計上可能

です。なお、従事日誌の「具体的な研究内

容」欄にテレワークで従事した旨を記載してく

ださい。 

・テレワークにより実施できる作業内容であ

ることを事業者が説明できること 

・テレワークに関する法人内規程等が整備

されていること 

・検査時に法人内規程および法人内手続きに

要する書類（例：申請書、承認書、報告書等）

を確認でき、必要に応じ、テレワーク従事者へ

のヒアリングが可能であること 

③（略） 

④特許出願等に係る人件費については、P.１

１６を参照してください。 

Ⅵ.  人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（１）研究員費として

計上する経費 

P.82 ＜追加＞ Ｐ．82 ＜⑨若手研究者の自発的な研究活動等 を

追加＞ 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（２）補助員費として

計上する経費 

P.83 ⑥ 

ア．雇用契約書等で当該業務のみに

従事することが記載されていること 

イ．勤務を開始する前に「専従証明書」

がプロジェクト担当部まで提出されてい

ること（専従証明書は書式Ⅵ－３（Ｐ．９

６）に準じて作成してください。） 

ウ．雇用契約書等に有給休暇の取扱

いが規定されており、取得可能日数が

記載されていること 

Ｐ．83 ⑥ 

ア．雇用契約書等で当該業務のみに従事す

ることが記載されていること 

なお、雇用契約書等にその旨の明確な記載

がない場合は、「専従証明書」で代替すること

も可能とします。（専従証明書は書式Ⅵ－３

（Ｐ．１００）に準じて作成してください。） 

イ．雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規

定されており、取得可能日数が記載されてい

ること 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

P.84 日専従者の区分は２０１８年度から無く

なりました。既に登録している方は時間

単価適用者、あるいは率専従者（予め

専従証明書の提出要）として計上してく

ださい。期間専従者は率専従とします。

実施計画の変更届は不要です。次回

の変更時に計画書の訂正をお願いしま

す。 

 ＜削除＞ 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

P.84 ＜追加＞ Ｐ．85 自発的な研究活動等を行う若手研究者は、

実施計画書の「３．研究体制（２）研究体制」の

当該若手研究者の名前の前にＹ印を付けてく

ださい。 
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変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

（２）委託期間の半

年以上継続して申

告したエフォートに

て当該ＮＥＤＯ事

業に従事する研究

員＜エフォート専

従者＞ 

P.85 ・従事率は１０％～１００％までの１０％

刻みの１０段階とします（１０％未満切

捨）。 

Ｐ．86 ・エフォートは、５％～１００％までの５％刻み

の２０段階とします（５％未満切捨）。 

 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

（４）学生研究員 

Ｐ.87 イ．時間単価適用者であること（率専従

者等として研究員登録はできません） 

Ｐ．88 イ．NEDO への人件費請求は時間単位とする

こと（前記（１）～（３）としての研究員登録はで

きません） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

３．人件費の計上

方法 

（５） 出向者の人

件費（当月支給額）

上限額の考え方に

ついて 

P.90 ＜追加＞ Ｐ．91 ※2 月給額算定時に賞与を加算している場

合は、出向元給与証明書に月ごとに加算して

いる賞与額、あるいは賞与支給月の賞与額が

わかるように明示してください。 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

４．委託業務従事

日誌 

Ｐ.92 ＜追加＞ Ｐ．93 ⑩ テレワークにより従事した日は、 「具体的

な研究内容」欄にテレワークであることを明記

してください。週単位で記載している場合は、

該当日が分かるように記載してください。月報

の場合は、テレワークにより行った作業内容

等を記載してください。 

⑪ 自発的な研究活動等を行う若手研究者

は、時間単価適用者は「委託業務従事日誌」

書式Ⅵ－１、エフォート専従者は「委託業務

従事月報」書式Ⅵ－５に自発的な研究活動

等の実績も含めた研究内容を記載してくださ

い。なお、時間単価適用者は、①自発的な研

究活動等を含めた委託業務従事日誌、②自

発的な研究活動等のみの委託業務従事日

誌、③自発的な研究活動等従事状況管理表

書式 VI-２を作成してください。また、③管理

表により、自発的な研究活動等の比率が、承

認時のエフォートおよび上限値２０％を超えな

いよう管理してください。 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

５．人件費の適正

な計上について 

Ｐ．93 ＜追加＞ Ｐ．95 （３）＜照合する書類の例＞ 

委託業務従事日誌 

⑤ テレワークに関する規程類、法人内手続き

に要する書類（例：申請書、承認書、報告書

等）（テレワーク従事者がいる場合） 

⑥ 自発的な研究活動等従事状況管理表（当

該若手研究員が時間単価により自発的な研

究活動等に従事する場合） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

 

 ＜新規＞ Ｐ．99 ＜自発的な研究活動等従事状況管理表＞ 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅵ.  人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（１）研究員費として

計上する経費 

P.82 ①委託業務に直接従事した時間分の

みを人件費として計上できます。当該

委託事業に係る事務作業（プロジェクト

担当部との事務的な打ち合わせ、経理

書類の作成事務、ＮＥＤＯへの提出書

類作成事務等）は計上できません。 

Ｐ．82 ①「委託業務に直接従事した時間分」につい

てのみ、人件費として計上することができま

す。当該委託事業に係る事務作業（プロジェ

クト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書

類の作成事務、成果報告書および中間年報

を除くＮＥＤＯへの提出書類作成事務等）に

ついては計上できません。 

Ⅵ.  人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（１）研究員費として

計上する経費 

P.82 ＜追加＞ Ｐ．82 ②以下の基準すべてに合致すれば、「テレワ

ーク」による従事時間も労務費として計上可能

です。なお、従事日誌の「具体的な研究内

容」欄にテレワークで従事した旨を記載してく

ださい。 

・テレワークにより実施できる作業内容であ

ることを事業者が説明できること 

・テレワークに関する法人内規程等が整備

されていること 

・検査時に法人内規程および法人内手続きに

要する書類（例：申請書、承認書、報告書等）

を確認でき、必要に応じ、テレワーク従事者へ

のヒアリングが可能であること 

③（略） 

④特許出願等に係る人件費については、P.１

１６を参照してください。 

Ⅵ.  人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（１）研究員費として

計上する経費 

P.82 ＜追加＞ Ｐ．82 ＜⑨若手研究者の自発的な研究活動等 を

追加＞ 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

１．人件費中項目

の区分 

（２）補助員費として

計上する経費 

P.83 ⑥ 

ア．雇用契約書等で当該業務のみに

従事することが記載されていること 

イ．勤務を開始する前に「専従証明書」

がプロジェクト担当部まで提出されてい

ること（専従証明書は書式Ⅵ－３（Ｐ．９

６）に準じて作成してください。） 

ウ．雇用契約書等に有給休暇の取扱

いが規定されており、取得可能日数が

記載されていること 

Ｐ．83 ⑥ 

ア．雇用契約書等で当該業務のみに従事す

ることが記載されていること 

なお、雇用契約書等にその旨の明確な記載

がない場合は、「専従証明書」で代替すること

も可能とします。（専従証明書は書式Ⅵ－３

（Ｐ．１００）に準じて作成してください。） 

イ．雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規

定されており、取得可能日数が記載されてい

ること 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

P.84 日専従者の区分は２０１８年度から無く

なりました。既に登録している方は時間

単価適用者、あるいは率専従者（予め

専従証明書の提出要）として計上してく

ださい。期間専従者は率専従とします。

実施計画の変更届は不要です。次回

の変更時に計画書の訂正をお願いしま

す。 

 ＜削除＞ 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

２．研究員の区分 

P.84 ＜追加＞ Ｐ．85 自発的な研究活動等を行う若手研究者は、

実施計画書の「３．研究体制（２）研究体制」の

当該若手研究者の名前の前にＹ印を付けてく

ださい。 

－ ix －



 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅷ. その他経費に

ついて 

１．外注費 

Ｐ．108 （３） 

＜追加＞ 

 

 

 

（４）自社装置の保守費は、専用使用証

明書書式Ⅷ－１を作成することで専用

期間分を計上できます。 

Ｐ．112 （３） 

ウ．委託事業の実施に伴い生じた故障等(事

業者の明らかな過失によるものを除く)の修理

であること 

 

（４）事業者が所有する装置を当該ＮＥＤＯ事

業に専用として使用している場合には、当該

専用使用期間に発生する保守費の計上を可

とします。委託先の業務管理者等が「専用使

用証明書」書式Ⅷ－１（Ｐ．１１８）を作成してく

ださい。保守費用等を契約保守期間と当該年

度内の専用使用期間で按分して計上できま

す。（保守費とは、法定点検、定期点検および

日常のメンテナンス等に要した経費をいい、

工事を伴わないものをいいます。） 

Ⅷ. その他経費に

ついて 

２．印刷製本費 

（１）成果報告書等

（成果報告書およ

び要約書・中間年

報） 

Ｐ．108 ア．成果報告書（ⅩⅣ章参照）等の電

子ファイル化の外注費は計上できま

す。 

Ｐ．112 ア．成果報告書等については電子ファイル（Ｐ

ＤＦファイル）で提出してください。「ＣＤ－Ｒ」

の購入費用または電子ファイル（ＰＤＦファイ

ル）化のための外注費が計上できます。 

なお、成果報告書作成に当たっては、ＮＥＤ

Ｏのホームページに掲載されている「成果報

告書（中間年報）の電子ファイル提出の手引

き」を参照してください。  

Ⅷ. その他経費に

ついて 

４．通信運搬費 

Ｐ．109 ＜追加＞ Ｐ．113 （３）研究機器等を運搬する際に必要となる保

険料も計上することができます。 

Ⅷ. その他経費に

ついて 

６ ． そ の 他 （ 諸 経

費） 

（１）学会等参加費 

Ｐ．110 ＜追加＞ Ｐ．114 ④口頭発表を伴わない学会誌等への論文投

稿に関係する費用の計上はできません。 

ⅩＩ. 検査 

５．検査に必要な

書類 

（６）人件費を計上

している場合は以

下の書類 

Ｐ．132 ＜追加＞ Ｐ．136 （ケ）テレワークに関する規程類および当該規

程で定める法人内手続きに要する書類（例：

申請書、承認書、報告書等）（テレワーク従事

者がいる場合） 

（コ）自発的な研究活動等の法人内手続きに

要する書類（承認申請書、承認通知書、活動

報告書）、40 歳未満であることを証明する書

類、時間単価適用者は従事日誌（自発的な

研究活動等のみ）および従事状況管理表 

（該当研究者がいる場合） 

ⅩＩ. 検査 

５．検査に必要な

書類 

（１０）その他必要な

書類 

Ｐ．132 ＜追加＞ Ｐ．137 共用設備を合算購入した場合：合算購入調

書 

ⅩＩ. 検査 

６．自主点検の実

施 

P.134 ・

135 

自主点検リスト P.138・

139 

＜変更＞ 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

 

 ＜新規＞ Ｐ．105 ＜参考例（若手研究者が 40 歳未満であること

の証明書）＞ 

Ⅶ. 旅費について 

１．旅費 

（３）国内・国外共

通の留意点 

Ｐ．103 ③航空運賃は、原則として割引航空運

賃を利用してください。 

・割引航空運賃とは、海外航空券の場

合は正規割引航空運賃（ＰＥＸ運賃）、

国内の場合は往復割引より安価な航空

運賃（格安航空運賃含む）をいいます。 

・旅行代理店等との契約（以下「包括契

約」という）によって旅費が支給される仕

組みとなっているなど委託先の事情に

より割引航空運賃が利用できない場合

は、委託先の旅費支給のルールによる

ことができることとしますが、個別にチケ

ットの購入が可能であれば割引航空運

賃を利用してください。 

・国際航空旅客運賃においてやむをえ

ず普通運賃（往復割引相当を含）を利

用した場合は書式Ⅶ－１による理由書

を作成してください。 

・国内旅費の場合、理由書の作成は必

要ありませんが、検査等でその理由を

確認させていただく場合があります。

（包括契約による利用の場合も同様と

なります。） 

Ｐ．109 ③航空運賃は、委託先の旅費規程等に従っ

て選択した航空券について計上を認めます。 

Ⅶ. 旅費について 

１．旅費 

（５）海外の場合の

留意点 

Ｐ．104 ②支度料、予防注射料、国内交通費、

空港使用料、発券手数料には消費税

が含まれていることが前提となるため、

大学等はそのままの額を、国立研究開

発法人等は消費税抜き額を計上してく

ださい。 

Ｐ．110 ③国内で発生する以下の経費については、

通常支払われる金額が消費税込の金額であ

るため、大学等はそのままの額を、国立研究

開発法人等は消費税を控除した額を計上し

てください。 

ア．国内出張における旅費（日当、宿泊

費、交通機関の運賃）（ただし、早出・遅着日

当などで、税務当局より給与としての取扱いを

受け、源泉税の支払対象となっているものは

除きます。） 

イ．海外出張における支度料、予防注射

料、国内交通費、国内の空港使用料、発券手

数料 

④海外出張における海外での旅費について

は、消費税の課税対象になりませんので、大

学等は消費税を加算した額を、国立研究開

発法人等は支出額をそのまま計上します。

（航空運賃（燃油サーチャージ含む）、海外で

の空港使用料、交通費、日当、宿泊費等） 

Ⅶ. 旅費について Ｐ．105 普通運賃利用理由書  ＜削除＞ 

 

－ x －



 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅷ. その他経費に

ついて 

１．外注費 

Ｐ．108 （３） 

＜追加＞ 

 

 

 

（４）自社装置の保守費は、専用使用証

明書書式Ⅷ－１を作成することで専用

期間分を計上できます。 

Ｐ．112 （３） 

ウ．委託事業の実施に伴い生じた故障等(事

業者の明らかな過失によるものを除く)の修理

であること 

 

（４）事業者が所有する装置を当該ＮＥＤＯ事

業に専用として使用している場合には、当該

専用使用期間に発生する保守費の計上を可

とします。委託先の業務管理者等が「専用使

用証明書」書式Ⅷ－１（Ｐ．１１８）を作成してく

ださい。保守費用等を契約保守期間と当該年

度内の専用使用期間で按分して計上できま

す。（保守費とは、法定点検、定期点検および

日常のメンテナンス等に要した経費をいい、

工事を伴わないものをいいます。） 

Ⅷ. その他経費に

ついて 

２．印刷製本費 

（１）成果報告書等

（成果報告書およ

び要約書・中間年

報） 

Ｐ．108 ア．成果報告書（ⅩⅣ章参照）等の電

子ファイル化の外注費は計上できま

す。 

Ｐ．112 ア．成果報告書等については電子ファイル（Ｐ

ＤＦファイル）で提出してください。「ＣＤ－Ｒ」

の購入費用または電子ファイル（ＰＤＦファイ

ル）化のための外注費が計上できます。 

なお、成果報告書作成に当たっては、ＮＥＤ

Ｏのホームページに掲載されている「成果報

告書（中間年報）の電子ファイル提出の手引

き」を参照してください。  

Ⅷ. その他経費に

ついて 

４．通信運搬費 

Ｐ．109 ＜追加＞ Ｐ．113 （３）研究機器等を運搬する際に必要となる保

険料も計上することができます。 

Ⅷ. その他経費に

ついて 

６ ． そ の 他 （ 諸 経

費） 

（１）学会等参加費 

Ｐ．110 ＜追加＞ Ｐ．114 ④口頭発表を伴わない学会誌等への論文投

稿に関係する費用の計上はできません。 

ⅩＩ. 検査 

５．検査に必要な

書類 

（６）人件費を計上

している場合は以

下の書類 

Ｐ．132 ＜追加＞ Ｐ．136 （ケ）テレワークに関する規程類および当該規

程で定める法人内手続きに要する書類（例：

申請書、承認書、報告書等）（テレワーク従事

者がいる場合） 

（コ）自発的な研究活動等の法人内手続きに

要する書類（承認申請書、承認通知書、活動

報告書）、40 歳未満であることを証明する書

類、時間単価適用者は従事日誌（自発的な

研究活動等のみ）および従事状況管理表 

（該当研究者がいる場合） 

ⅩＩ. 検査 

５．検査に必要な

書類 

（１０）その他必要な

書類 

Ｐ．132 ＜追加＞ Ｐ．137 共用設備を合算購入した場合：合算購入調

書 

ⅩＩ. 検査 

６．自主点検の実

施 

P.134 ・

135 

自主点検リスト P.138・

139 

＜変更＞ 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

Ⅵ. 人件費・謝金

について 

 

 ＜新規＞ Ｐ．105 ＜参考例（若手研究者が 40 歳未満であること

の証明書）＞ 

Ⅶ. 旅費について 

１．旅費 

（３）国内・国外共

通の留意点 

Ｐ．103 ③航空運賃は、原則として割引航空運

賃を利用してください。 

・割引航空運賃とは、海外航空券の場

合は正規割引航空運賃（ＰＥＸ運賃）、

国内の場合は往復割引より安価な航空

運賃（格安航空運賃含む）をいいます。 

・旅行代理店等との契約（以下「包括契

約」という）によって旅費が支給される仕

組みとなっているなど委託先の事情に

より割引航空運賃が利用できない場合

は、委託先の旅費支給のルールによる

ことができることとしますが、個別にチケ

ットの購入が可能であれば割引航空運

賃を利用してください。 

・国際航空旅客運賃においてやむをえ

ず普通運賃（往復割引相当を含）を利

用した場合は書式Ⅶ－１による理由書

を作成してください。 

・国内旅費の場合、理由書の作成は必

要ありませんが、検査等でその理由を

確認させていただく場合があります。

（包括契約による利用の場合も同様と

なります。） 

Ｐ．109 ③航空運賃は、委託先の旅費規程等に従っ

て選択した航空券について計上を認めます。 

Ⅶ. 旅費について 

１．旅費 

（５）海外の場合の

留意点 

Ｐ．104 ②支度料、予防注射料、国内交通費、

空港使用料、発券手数料には消費税

が含まれていることが前提となるため、

大学等はそのままの額を、国立研究開

発法人等は消費税抜き額を計上してく

ださい。 

Ｐ．110 ③国内で発生する以下の経費については、

通常支払われる金額が消費税込の金額であ

るため、大学等はそのままの額を、国立研究

開発法人等は消費税を控除した額を計上し

てください。 

ア．国内出張における旅費（日当、宿泊

費、交通機関の運賃）（ただし、早出・遅着日

当などで、税務当局より給与としての取扱いを

受け、源泉税の支払対象となっているものは

除きます。） 

イ．海外出張における支度料、予防注射

料、国内交通費、国内の空港使用料、発券手

数料 

④海外出張における海外での旅費について

は、消費税の課税対象になりませんので、大

学等は消費税を加算した額を、国立研究開

発法人等は支出額をそのまま計上します。

（航空運賃（燃油サーチャージ含む）、海外で

の空港使用料、交通費、日当、宿泊費等） 

Ⅶ. 旅費について Ｐ．105 普通運賃利用理由書  ＜削除＞ 
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＜＜おお問問合合せせ先先＞＞  

 

 

委託・助成事業についてのお知らせは、随時、ＮＥＤＯホームページに掲載しております

ので、次の手順でご覧ください。 

 

ＮＥＤＯホームページ（https://www.nedo.go.jp/）へアクセスします。 

↓ 

ＮＥＤＯホームページトップ画面左側の「委託・助成事業者の方へ」を 

クリックします。 

↓ 
  「○➜ 委託事業者の手続き」「○➜ 助成事業者の手引き」のタイトルに下記リンクがあります。 

 

 
○➜  お知らせ一覧 

→各種お知らせを見ることができます。 

○➜  マニュアル・資料 

→マニュアルや各種資料へのリンクがあります。 

○➜  約款・様式 

→業務委託契約約款および各種様式へのリンクがあります。 

 

 
○➜  お知らせ一覧 

→各種お知らせを見ることができます。 

○➜  マニュアル 

→マニュアルや課題設定型産業技術開発費助成事業の各種様式へのリンクがあり

ます。 

 

☆本マニュアルについて、ご質問・ご意見がありましたら、こちらまでお寄せください。 

mailto:helpdesk@ml.nedo.go.jp 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

リスク管理統括部 

  〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０  ミューザ川崎セントラルタワー１６Ｆ 

           ＴＥＬ：０４４－５２０－５１３０ ＦＡＸ：０４４－５２０－５１３３ 

 

変更項目 

変更前 変更後 

対象 

頁 

（２０１９年度版） 対象

頁 

（２０２０年度版） 

ⅩＩ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

①人件費 

Ｐ．140 ＜追加＞ Ｐ．144 ・テレワークにより従事している場合、法人内

規程等に定める申請・承認手続き等が適切に

行われているか。また、テレワーク日の従事状

況を従事日誌等で確認できるか。 

・自発的な研究活動等を行う研究者のエフォ

ートが、承認時のエフォートや上限の２０％を

超えていないことを、活動報告書や従事状況

管理表で確認できるか。 

ⅩＩ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

②物品費 

Ｐ．140 ＜追加＞ Ｐ．144 ・共用設備を合算購入する場合、合算購入調

書に示す負担割合は適切なものとなっている

か。 

ⅩＩ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

④旅費 

Ｐ．140 ・航空運賃は正規割引運賃及びそれよ

りも安価な航空運賃を利用しているか 

 ＜削除＞ 

ⅩⅣ. 成果報告と

研究成果の発信 

２．ＮＥＤＯ委託事

業 に お け る 研 究

成果の発信につ

いて 

（１）ニュースリリー

ス、特許出願、論

文等の発表につい

て 

Ｐ．177 ＜追加＞ Ｐ．182 ＜記載例２を追加＞ 

  ＜新規＞ Ｐ．185 ＸＶ．プロジェクトマネジメントシステムの概要と

ユーザー登録 
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